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介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス事業者自主点検表事業者自主点検表事業者自主点検表事業者自主点検表のののの作成作成作成作成についてについてについてについて

１ 趣 旨

入居者及び利用者に適切な介護サービスを提供するためには、事業者自らが自主的に事業の

運営状況を点検し、人員、設備及び運営に関する基準が守られているか常に確認することが必

要です。

そこで県では、介護サービス事業者ごとに、法令、関係通知及び国が示した介護保険施設等

指導指針のうちの主眼事項、着眼点を基に自主点検表を作成し、運営上の必要な事項について、

自主点検をお願いし、県が行う指導と連携を図ることとしました。

２ 実施方法

（１）毎年定期的に作成し、事業所への実地指導が行われるときは、他の関係書類とともに、県

へ提出してください。なお、この場合、控えを必ず保管してください。

（２）記入に当たっては、複数の職員で検討のうえ点検してください。

（３）点検結果については、実施後３年間の保管をお願いします。

（４）「いる・いない」等の判定については、該当する項目を〇で囲ってください。

（５）判定判定判定判定についてについてについてについて該当該当該当該当するするするする項目項目項目項目がないときはがないときはがないときはがないときは、、、、二重線二重線二重線二重線をををを引引引引きききき「「「「事例事例事例事例なしなしなしなし」」」」又又又又はははは「「「「該当該当該当該当なしなしなしなし」」」」とととと

記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

（６）この自主点検表は指定特定施設入居者生活介護の運営基準等を基調に作成されていますが、

指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び介護予防特定施設入居者生活介

護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合には、指定介護予防特定施設入

居者生活介護についても指定特定施設入居者生活介護の運営基準等に準じて（特定施設入居

者生活介護を介護予防特定施設入居者生活介護に読み替えて）一緒に自主点検してください。

なお、太枠で囲われ、ゴシック体で書かれた部分については指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業独自の運営基準等なので御留意ください。当該部分については、指定介護予

防特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている事業所のみ自主点検してください。（指

定介護予防特定施設入居者生活介護の利用者がいない場合でも、自主点検していただくもの

ですが、利用者がいないため該当する項目がないなどの場合には上の（５）に従って記入し

てください。）



「根拠法令」の欄は、次を参照してください。なお、「根拠法令」の欄は、準用する条文等を示します。

・「法」 介護保険法（平成９年１２月１７日法律第１２３号）

・「施行規則」 介護保険法施行規則（平成１１年３月３１日厚生省令第３６号）

・「平１１厚令３７」 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１１年３月３１日厚生省令第３７号）

・「平１８厚労令３５」 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３５号）

・「平１１老企２５」 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

（平成１１年９月１７日老企第２５号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）

・「平１２厚告１９」 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成１２年２月１０日厚生省告示第１９号）

・「平１２老企４０」 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び

特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成１２年３月８日老企第４０号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）

・「平１８厚労告１２７」 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成１８年３月１４日厚生労働省告示第１２７号）

・「平18-0317001」 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上

の留意事項について（平成１８年３月１７日老計発・老振発・老老発第0317001号

厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知）

・「平１２老企５２」 特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス

費用について

（平成１２年３月３０日老企第５２号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）

・「平１２老企５４」 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて

（平成１２年３月３０日老企第５４号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）

・「平１３老発１５５」 「身体拘束ゼロ作戦」の推進について

(平成１３年４月６日老発第１５５号厚生労働省老健局長通知)

・「平１３老振発１８」 介護保険の給付対象事業における会計の区分について

(平成１３年３月２８日老振発第１８号厚生労働省老健局振興課長通知)

・「平１５老振発0416001」 有料老人ホームに対する指導の徹底について

(平成１５年４月１６日老振発第0416001号厚生労働省老健局振興課長通知)

・「平１２厚告２７」 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通

所介護費等の算定方法（平成１２年２月１０日厚生省告示第２７号）

・「平１２厚告２６」 厚生労働大臣が定める施設基準（平成１２年２月１０日厚生省告示第２６号）

・「高齢者虐待防止法」 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

第１ 基本方針 ① 事業運営の方針は、基本方針に沿ったものとなっていますか。 法第73条第1項

いる・いない

特定施設入居者生活介護事業は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、 平11厚令37

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世 第174条第1項

話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、利用者が特定施設にお

いてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする

ものでなければなりません。

② 事業運営の方針は、基本方針に沿ったものとなっていますか。 法第115条の3

第1項

いる・いない

介護予防特定施設入居者生活介護事業は、介護予防特定施設サービス計画 平18厚労令35

に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓 第230条第1項

練及び療養上の世話を行うことにより、利用者が介護予防特定施設において

自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を

図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければなり

ません。

③ 安定的かつ継続的な事業運営に努めていますか。 平11厚令37

いる・いない 第174条第2項

④ 養護老人ホームが指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場 平11厚令37

合については、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護 第174条第3項

の事業を行っていますか。

いる・いない

第２ 人員に関す

る基準

１ 特定施設入居 ※介護予防特定施設入居者生活介護も一体的に運営している場合 法第74条第1項

者生活介護の従 は、この「１ 特定施設入居者生活介護の従業者の員数」にお 法第115条の4

業者の員数 いてではなく、３ページ以降の「２ 介護予防特定施設入居者 第1項

生活介護と一体的に運営されている場合の従業者の員数」にお

いて自主点検してください。

（１）生活相談員 ① 常勤換算方法で、利用者の数が１００又はその端数を増すごと 平11厚令37

に１人以上配置していますか。 第175条第1項

いる・いない 第1号

② 生活相談員のうち１人以上は常勤の者を配置していますか。 第175条第4項

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

（２）看護職員又 ① 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者 平11厚令37

は介護職員 である利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上配置して 第175条第1項

いますか。 第2号ｲ

いる・いない

看護職員は、次のいずれかに該当すること。

ア 看護師 イ 准看護師

② 看護職員の数は、次のとおり適切に配置すること。 平11厚令37

第175条第1項

(1) 利用者の数が３０を超えない特定施設にあっては、常勤換 第2号ﾛ

算方法で、１以上配置していますか。

いる・いない

(2) 利用者の数が３０を超える特定施設にあっては、常勤換算

方法で、１に利用者の数が３０を超えて５０又はその端数を

増すごとに１を加えて得た数以上配置していますか。

いる・いない

③ 常に１以上のサービス提供に当たる介護職員が確保されていま 平11厚令37

すか。 第175条第1項

いる・いない 第2号ﾊ

介護サービスの提供内容に応じて介護職員の勤務体系を適切に定め、宿直 平11老企25

時間帯を含めて適切な介護を提供できるようにしてください。 第3-十-1-(1)-①

④ 看護職員及び介護職員は、主として当該サービスの提供に当た 平11厚令37

るものとし、看護職員のうち１人以上、及び介護職員のうち１人 第175条第5項

以上は、常勤の者を配置していますか。

いる・いない

看護職員及び介護職員は、要介護者に対するサービス提供に従事すること 平11老企25

を基本とするが、要介護者のサービス利用に支障のないときに、要介護者以 第3-十-1-(2)

外の当該特定施設の入居者に対するサービス提供を行うことは差し支えあり

ません。

この場合、これらの従業者が要介護者に対してサービスを提供する者とし

て、それぞれ他の従業者と明確に区分するための措置が講じられており、こ

の措置及び上記の趣旨が運営規程において明示されていることとします。

⑤ 看護職員及び介護職員が、あらかじめ特定施設入居者生活介護 平12老企52

として包括的かつ標準的に行うものとして定めた介護サービスと 2-(2)

は別に、利用者の特別な希望により行われる個別的な介護サービ

スを行った場合は、看護職員及び介護職員の人数の算定において、

看護職員及び介護職員の勤務時間から当該サービスに要した時間

を除外して算定（常勤換算）していますか。

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

（３）機能訓練指 ① 機能訓練指導員は、１以上配置されていますか。 平11厚令37

導員 いる・いない 第175条第1項

第3号

② 機能訓練指導員には、日常生活を営むのに必要な機能の減退を 平11厚令37

防止するための訓練を行う能力を有する者が配置されています 第175条第6項

か。（当該特定施設における他の職務に従事することができます。）

いる・いない

機能訓練指導員は、次のいずれかの資格を有すること。 平11老企25

ア 理学療法士 イ 作業療法士 ウ 言語聴覚士 エ 看護職員 第3-十-1-(3)

オ 柔道整復師 カ あん摩マッサージ指圧師

（４）計画作成担 ① １以上配置していますか。（利用者の数が１００又はその端数 平11厚令37

当者 を増すごとに１を標準とします。） 第175条第1項

いる・いない 第4号

② 計画作成担当者には、専らその職務に従事する介護支援専門員 第175条第7項

であって、特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と

認められるものが配置されていますか。（ただし、利用者の処遇

に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事する

ことができるものとします。）

いる・いない

２ 介護予防特定 ・ 特定施設入居者生活介護事業者が介護予防特定施設入居者生活 平11厚令37

施設入居者生活 介護の指定を併せて受け、かつ、特定施設入居者生活介護の事業 第175条第2項

介護と一体的に と介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設におい

運営されている て一体的に運営されている場合にあっては、「１ 特定施設入居

場合の従業者の 者生活介護の従業者の員数」の規定にかかわらず、特定施設従業

員数 者の員数は、それぞれ次のとおりとします。

（１）生活相談員 ① 常勤換算方法で、利用者及び介護予防特定施設入居者生活介護 平11厚令37

の提供を受ける入居者（介護予防サービスの利用者）の合計数（総 第175条第2項

利用者数）が１００又はその端数を増すごとに１人以上配置して 第1号

いますか。

いる・いない

② 生活相談員のうち１人以上は常勤の者を配置していますか。 第175条第4項

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

（２）看護職員又 ① 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者 第175条第2項

は介護職員 の利用者及び要支援２の利用者の数が３又はその端数を増すごと 第2号ｲ

に１並びに要支援１の利用者の数が１０又はその端数を増すごと

に１以上配置していますか。（具体的な計算方法は下記のとおり）

いる・いない

看護職員及び介護職員の合計数は、要介護者の利用者及び要支援２として 平11老企25

認定を受けている利用者の数に、要支援１として認定を受けている利用者１ 第3-十-1-(1)-②

人を要介護者０．３人と換算して合計した利用者をもとに、３又はその端数

を増すごとに１以上と算出します。

看護職員は、次のいずれかに該当すること。

ア 看護師 イ 准看護師

② 看護職員の数は、次のとおり適切に配置すること。 平11厚令37

第175条第2項

(1) 総利用者数が３０を超えない特定施設にあっては、常勤換 第2号ﾛ

算方法で、１以上配置していますか。

いる・いない

(2) 総利用者数が３０を超える特定施設にあっては、常勤換算

方法で、１に総利用者数が３０を超えて５０又はその端数を

増すごとに１を加えて得た数以上配置していますか。

いる・いない

③ 常に１以上のサービス提供に当たる介護職員が確保されていま 平11厚令37

すか。（ただし、介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供す 第175条第2項

る場合の宿直時間帯については、この限りではありません。） 第2号ﾊ

いる・いない

宿直時間帯は、それぞれの事業所ごとに利用者の状況等に応じて、例えば 平11老企25

午後９時から午前６時までなどと設定するものとされています。また、宿直 第3-十-1-(1)-③

時間帯には宿直勤務を行う介護職員がいなければならないこととされていま

す。

④ 看護職員及び介護職員は、主として当該サービスの提供に当た 平11厚令37

るものとし、看護職員のうち１人以上、及び介護職員のうち１人 第175条第8項

以上は常勤の者を配置していますか。

いる・いない

ただし、介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合

は、介護職員及び看護職員のうちいずれか１人が常勤であれば足

ります。

「介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合」とは、入居者の 平11老企25

状態の改善等により要介護者が存在せず、要支援者に対する介護予防サービ 第3-十-1-(1)-④

スのみが提供される場合をいいます。
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

（３）機能訓練指 ① 機能訓練指導員は、１以上配置されていますか。 平11厚令37

導員 いる・いない 第175条第2項

第3号

② 機能訓練指導員には、日常生活を営むのに必要な機能の減退を 第175条第6項

防止するための訓練を行う能力を有する者が配置されています

か。（当該特定施設における他の職務に従事することができます。）

いる・いない

機能訓練指導員は、次のいずれかの資格を有すること。 平11老企25

ア 理学療法士 イ 作業療法士 ウ 言語聴覚士 エ 看護職員 第3-十-1-(3)

オ 柔道整復師 カ あん摩マッサージ指圧師

（４）計画作成担 ① １以上配置していますか。（総利用者数が１００又はその端数 平11厚令37

当者 を増すごとに１を標準とします。） 第175条第2項

第4号

いる・いない

② 計画作成担当者には、専らその職務に従事する介護支援専門員 第175条第7項

であって、特定施設サービス計画又は介護予防特定施設サービス

計画の作成を担当させるのに適当と認められるものが配置されて

いますか。（ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特

定施設における他の職務に従事することができます。）

いる・いない

３ 利用者の数 ・ 利用者及び介護予防サービスの利用者並びに総利用者数は、前 平11厚令37

年度の平均値となっていますか。（ただし、新規に指定を受けた 第175条第3項

場合は、推定数によります。）

いる・いない

４ 管理者 ・ 特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者が配置されてい 平11厚令37

ますか。（ただし、当該特定施設の管理上支障がない場合は、当 第176条

該特定施設の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事することができます。）

いる・いない

特定施設入居者生活介護の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当 平11老企25

該事業所の管理業務に従事するものです。ただし、以下の場合であって、当 第3-十-1-(4)

該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができます。 （参照 第3-八-

1-(5)）

ア 当該事業所の特定施設従業者として職務に従事する場合

イ 同一敷地内又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務

に支障がないと認められる範囲内にある他の事業所、施設等の管理者

又は従業者としての職務に従事する場合

（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、

併設される訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者と

の兼務は一般的には管理業務に支障があると考えられるが、訪問系

サービス事業所における勤務時間が極めて限られている職員の場合

には、例外的に認められる場合もありえます。）
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

５ 勤務体制の確 ① 利用者に対し、適切な特定施設入居者生活介護その他のサービ 平11厚令37

保等 スを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めていますか。 第190条第1項

いる・いない

従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、機能 平11老企25

訓練指導員との兼務関係、計画作成担当者との兼務関係等を勤務表上明確に 第3-十-3-(12)-

してください。 ①

② 特定施設の従業者によってサービスを提供していますか。 平11厚令37

（ただし、当該特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指 第190条第2項

揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りではありませ

ん。）

いる・いない

特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を他の事業者（以下「受 第3-十-3-(12)-

託者」という。）に行わせる特定施設入居者生活介護事業者（以下「委託者」 ②③④⑤

という。）は、当該受託者に対する当該業務の管理及び指揮命令の確実な実

施を確保するため、当該委託契約において次に掲げる事項を文書により取り

決めなければなりません。この場合において、委託者は受託者に委託した業

務の全部又は一部を再委託させてはなりません。

なお、給食、警備等の特定施設入居者生活介護に含まれない業務について

はこの限りではありません。

ア 当該委託の範囲

イ 当該委託に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件

ウ 受託者の従業者により当該委託業務が特定施設入居者生活介護の運営

基準に従って適切に行われていることを委託者が定期的に確認する旨

エ 委託者が当該委託業務に関し受託者に対し指示を行い得る旨

オ 委託者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じる

よう前号の指示を行った場合において、当該措置が講じられたことを委

託者が確認する旨

カ 受託者が実施した当該委託業務により入居者に賠償すべき事故が発生

した場合における責任の所在

キ その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項

また、委託者は、ウ及びオの確認の結果の記録を作成しなければなりませ

ん。そして、当該記録は２年間保存しなければなりません。

なお、委託者が行うエの指示は、文書により行わなければなりません。

③ 上記②のただし書により、特定施設入居者生活介護に係る業務 平11厚令37

の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合は、当該 第190条第3項

事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を

記録していますか。

いる・いない

④ 従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保していますか。 平11厚令37

いる・いない 第190条第4項

⑤ 職員のキャリア・パスに配慮した研修の機会の提供や受講支援 介護職員処遇改

を行っていますか。 善交付金交付要

いる・いない 綱等

※ キャリア・パスとは、職員が将来展望を持って働き続けることができ

るよう、能力・資格・経験等に応じた適切な処遇を図ることをいいます。
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

第３ 設備に関す ① 特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の 法第74条第2項

る基準 建物を除く。）は、建築基準法第２条第九号の二に規定する耐火

１ 建物 建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物となっていま 平11厚令37

すか。 第177条第1項

いる・いない

② ①の規定にかかわらず、県知事が、火災予防、消火活動等に関 平11厚令37

し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のア～ウのいずれか 第177条第2項

の要件を満たす木造かつ平屋建ての特定施設の建物であって、火

災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火

建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

建物が耐火建築物又は準耐火建築物ではない場合は、県知事に

認めてもらっていますか。

いる・いない・該当なし

ア スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の

材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所にお

ける防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配

慮した構造であること。

イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制

が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

ウ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する

避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、か

つ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員するこ

と等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

耐火建築物又は準耐火建築物ではない場合を規定している②中の「火災に 平11老企25

係る利用者の安全性が確保されている」と認めるときについては、次の点を 第3-十-2-(1)

考慮して判断されます。 （参照 第3-八-

ア 上記の②ア～ウの要件のうち、満たしていないものについても、一定 2-(2)）

の配慮措置が講じられていること。

イ 日常における又は火災時の火災に係る安全性の確保が、利用者が身体

的、精神的に障害を有する者であることに鑑みてなされていること。

ウ 管理者及び防火管理者は、当該特定施設の建物の燃焼性に対する知識

を有し、火災の際の危険性を十分認識するとともに、職員等に対して、

火気の取扱いその他火災予防に関する指導監督、防災意識の高揚に努

めること。

エ 定期的に行うこととされている避難等の訓練は、当該特定施設の建物

の燃焼性を十分に勘案して行うこと。
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

第３ 設備に関す ③ 消防用設備等について下記の基準を満たしていますか。 平11厚令37

る基準 第177条第6項・

１ 建物 第7項

消防用設備 ・有料老人ホーム ・左記以外の 消防法(昭和23年

（の区分） （※） 有料老人ホーム 法律第186条)

消防法施行令（昭

消火器具 全ての施設に設置 １５０㎡以上の施 和36年政令第37

設に設置 号)

消防法施行規則(

スプリンクラー ２７５㎡以上の施設 ６０００㎡以上の 昭和36年自治省

に設置 施設に設置 令第6号)

「消防法施行令

自動火災報知設備 全ての施設に設置 ３００㎡以上の施 の一部を改正す

設に設置 る政令」(平成19

年政令第179号)

消防機関へ通報す 全ての施設に設置 ５００㎡以上の施 「消防法施行規

る火災報知設備 設に設置 則の一部を改正

する省令」(平成

消防機関の検査を 全ての施設 ３００㎡以上の施 19年総務省令第6

受けるもの 設 6号)

（※）主として要介護状態にある者を入居させるもの（介護居室

の定員の割合が、一般居室を含めた施設全体の定員の半数以上のも

の（H19.12.21消防庁通知第390号））

いる・いない

２ 設備 ・ 一時介護室（一時的に利用者を移して特定施設入居者生活介護 平11厚令37

を行うための室）、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有してい 第177条第3項

ますか。（ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うため

の室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓

練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機

能訓練室を設けないことができるものとします。）

いる・いない

平成１１年３月３１日に、現に存する有料老人ホームであって、次のいず 平11厚令37

れにも該当するものとして別に厚生労働大臣が定めるものにあっては、浴室 附則第13条

及び食堂を設けないことができるものとします。

ア 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを併設して

おり、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することが

できるものであること。

イ 入所定員が５０人未満であること。

ウ 入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合計額が比較的

低廉であること。

エ 入所者から利用料、第１８２条第３項各号に掲げる費用及び家賃等以

外の金品（一定期間経過後又は退所時に全額返還することを条件として

入所時に支払を受ける金銭を除く。）の支払を受けないこと。

機能訓練室については、同一敷地内若しくは道路を隔てて隣接する又は当 平11老企25

該事業所の付近にある等機能訓練の実施に支障のない範囲内にある施設の設 第3-十-2-(3)

備を利用する場合も設けないことができます。
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

３ 設備の基準

（１）介護居室 ① １の居室の定員は、１人ですか。（ただし、利用者の処遇上必 平11厚令37

要と認められる場合は、２人とすることができます。） 第177条第4項

第1号ｲ

いる・いない

「利用者の処遇上必要と認められる場合」とは、例えば、夫婦で居室を利 平11老企25

用する場合などであって、事業者の都合により一方的に２人部屋とすること 第3-十-2-(2)

はできません。なお、附則第１８条により、既存の特定施設における定員４

人以下の介護居室については、個室とする規定を適用しないものとします。

② プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さとなっ 平11厚令37

ていますか。 第177条第4項

いる・いない 第1号ﾛ

介護居室、一時介護室、食堂及び機能訓練室についていう「適当な広さ」 平11老企25

については、面積による基準を定めることはせず、利用者の選択に委ねるこ 第3-十-2-(3)

ととします。このため、具体的な広さについては、利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項であり、利用申込者に対する文書を交付

しての説明及び掲示が必要となります。

③ 地階に設けてはいませんか。 平11厚令37

いない・いる 第177条第4項

第1号ﾊ

④ １以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接 平11厚令37

面して設けてありますか。 第177条第4項

いる・いない 第1号ﾆ

（２）一時介護室 ・ 介護を行うために適当な広さを有していますか。 平11厚令37

いる・いない 第177条第4項

第2号

（３）浴室 ・ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとなっています 平11厚令37

か。 第177条第4項

いる・いない 第3号

（４）便所 ・ 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていますか。 平11厚令37

第177条第4項

いる・いない 第4号

（５）食堂 ・ 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有していますか。 平11厚令37

第177条第4項

いる・いない 第5号

（６）機能訓練室 ・ 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有していますか。 平11厚令37

第177条第4項

いる・いない 第6号
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

４ 構造等 ① 特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空 平11厚令37

間と構造を有していますか。 第177条第5項

いる・いない

段差の解消、廊下の幅の確保等の配慮が必要です。 平11老企25

第3-十-2-(4)

② 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けています 平11厚令37

か。 第177条第6項

いる・いない

③ 特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法 平11厚令37

の定めるところによっていますか。 第177条第7項

いる・いない

５ 介護予防特定 ・ 介護予防特定施設入居者生活介護事業者が特定施設入居者生活 法第115条の4

施設入居者生活 介護事業者の指定を併せて受け、かつ、特定施設入居者生活介護 第2項

介護事業者の設 の事業及び介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設

備基準 において一体的に運営されている場合にあっては、特定施設入居 平18厚労令35

者生活介護の設備基準（上記の１～４）を満たすことをもって、 第233条第8項

介護予防特定施設入居者生活介護における当該基準を満たしてい

るものとみなすことができる。

第４ 運営に関す 法第74条第2項

る基準

１ 内容及び手続 ① あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、 平11厚令37

の説明及び契約 従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入 第178条第1項

の締結等 居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、入居及びサービスの提供に関する

契約を文書により締結していますか。

いる・いない

「入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項」とは、以 平11老企25

下の項目等です。 第3-十-3-(1)

ア 運営規程の概要

イ 従業者の勤務の体制 平11老企25

ウ 介護居室、一時介護室、浴室、食堂及び機能訓練室の概要 第3-十-2-(2)

エ 要介護状態区分に応じて当該事業者が提供する標準的な介護サービス

の内容

オ 利用料の額及びその改定の方法

カ 事故発生時の対応 等

わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を

行い、同意を得なければなりません。 平11老企25

契約書においては、少なくとも、介護サービスの内容及び利用料その他費 第3-十-3-(1)

用の額、契約解除の条件を記載するものとします。

なお、介護予防特定施設入居者生活介護の指定をあわせて受ける場合にあ 平11老企25

っては、特定施設入居者生活介護事業と介護予防特定施設入居者生活介護の 第3-十-3-(1)

契約について別の契約書とすることなく、１つの契約書によることができま

す。
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

第４ 運営に関す ② ①の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解 平11厚令37

る基準 除の条件を定めてはいませんか。 第178条第2項

１ 内容及び手続 いない・いる

の説明及び契約の

締結等 ③ より適切な特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介 平11厚令37

護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合に 第178条第3項

あっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用

者の意思の確認等の適切な手続きをあらかじめ①の契約に係る文

書に明記していますか。

いる・いない

２ 特定施設入居 ① 正当な理由なく入居者に対するサービスの提供を拒んではいま 平11厚令37

者生活介護の提 せんか。 第179条第1項

供の開始等 いない・いる

② 入居者が特定施設入居者生活介護に代えて当該特定施設入居者 平11厚令37

生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用すること 第179条第2項

を妨げてはいませんか。

いない・いる

入居者が当該特定施設入居者生活介護事業者から特定施設入居者生活介護 平11老企25

を受けることに同意できない場合もあること等から設けたものです。 第3-十-3-(2)

③ 入居申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等、入 平11厚令37

居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると 第179条第3項

認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置

を速やかに講じていますか。

いる・いない

④ サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置か 平11厚令37

れている環境等の把握に努めていますか。 第179条第4項

いる・いない

３ 受給資格等の ① サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険 平11厚令37

確認 者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び認定の有効 第192条（準用

期間を確かめていますか。 第11条第1項）

いる・いない

② 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、その意 平11厚令37

見に配慮して、サービスを提供するように努めていますか。 第192条（準用

いる・いない 第11条第2項）

４ 要介護認定の ① 利用申込者の要介護認定の申請が行われていない場合は、当該 平11厚令37

申請に係る援助 利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必 第192条（準用

要な援助を行っていますか。 第12条第1項）

いる・いない

② 居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であっ 平11厚令37

て必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも要 第192条（準用

介護認定の有効期間が終了する３０日前にはなされるよう、必要 第12条第2項）

な援助を行っていますか。

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

５ 法定代理受領 ・ 有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅である特定施設に 平11厚令37

サービスを受け おいて特定施設入居者生活介護を提供する特定施設入居者生活介 第180条

るための利用者 護事業者は、当該サービスを法定代理受領サービスとして提供す

の同意 る場合は、利用者の同意がその条件であることを利用者に説明し、

その意思を確認していますか。

いる・いない

施行規則第６４条第３号の規定に基づき、当該特定施設入居者生活介護事 平11老企25

業者は、市町村（又は国保連）に対して、法定代理受領サービスの利用につ 第3-十-3-(3)

いて利用者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類を提出する

ことが必要です。

なお、介護予防特定施設入居者生活介護の指定をあわせて受ける場合にあ

っては、特定施設入居者生活介護に係る同意の書類と介護予防特定施設入居

者生活介護に係る要件となる同意の書類は、別々の書類によることなく１つ

の書類によることができます。

６ サービスの提 ① サービスの開始に際しては、当該開始の年月日及び入居してい 平11厚令37

供の記録 る特定施設の名称を、サービスの終了に際しては、当該終了の年 第181条第1項

月日を、利用者の被保険者証に記載していますか。

いる・いない

特定施設入居者生活介護の提供を受けている者が居宅療養管理指導以外の 平11老企25

居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービスについて保険給付を受 第3-十-3-(4)

けることができないことを踏まえ、他の居宅サービス事業者等が当該利用者

が特定施設入居者生活介護の提供を受けていることを確認できるよう、事業

者は、サービスの開始に際しては当該開始の年月日及び入居している特定施

設の名称を、サービスの終了に際しては当該終了の年月日を、利用者の被保

険者証に記載しなければなりません。

② サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容 平11厚令37

等を記録していますか。 第181条第2項

いる・いない

７ 利用料等の受 ① 法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、 平11厚令37

領 その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る居宅介 第182条第1項

護サービス費用基準額から当該事業者に支払われる居宅介護サー

ビス費の額を控除して得た額の支払を受けていますか。

いる・いない

法定代理受領サービスとして提供される特定施設入居者生活介護について 平11老企25

の利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費 第3-十-3-(5)

用基準額の１割（法の規定により保険給付の率が９割でない場合については、 （参照 第3-一-

それに応じた割合）の支払を受けなければならないことを規定したものです。 3-(10)-①）

② 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にそ 平11厚令37

の利用者から支払を受ける利用料の額と、当該サービスに係る居 第182条第2項

宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないよ

うにしていますか。

いる・いない

一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはいけませ 平11老企25

ん。 第3-十-3-(5)

（参照 第3-一-

3-(10)-②）
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

７ 利用料等の受 ③ ①②の支払のほか、次の費用の額以外の支払を利用者から受け 平11厚令37

領 ていませんか。 第182条第3項

いない・いる

ア 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便

宜に要する費用

イ おむつ代

ウ 特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の利用者に負担させることが適当と認められるもの

ア又はウの費用については、以下の各通知に基づき適切に取り扱ってくだ 平11老企52

さい。 平11老企54

【アの費用】特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象

外の介護サービス費用について（平成12年3月30日老企第52号）

【ウの費用】通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて

（平成12年3月30日老企第54号）

保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名 平11老企25

目による費用の支払を受けることは認められません。 第3-十-3-(5)-②

④ ③の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 平11厚令37

利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につい 第182条第4項

て説明を行い、利用者の同意を得ていますか。

いる・いない

⑤ 特定施設入居者生活介護その他のサービスの提供に要した費用 法第41条第8項

につき、その支払を受ける際、当該支払をした利用者に対し、厚

生労働省令（施行規則第６５条）で定めるところにより、領収証

を交付していますか。

いる・いない

⑥ 介護保険法第４１条第８項の規定により交付しなければならな 規則第65条

い領収証に、利用者から支払を受けた費用の額のうち、同条第４

項第２号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費

用の額（その額が現に当該特定施設入居者生活介護に要した費用

の額を超えるときは、当該現に特定施設入居者生活介護に要した

費用の額とする。）、食事の提供に要した費用の額及び滞在に要し

た費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載

し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに

区分して記載していますか。

いる・いない

８ 保険給付の請 ・ 法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支 平11厚令37

求のための証明 払を受けた場合は、提供したサービス内容、費用の額その他必要 第192条（準用

書の交付 と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付 第21条）

していますか。

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

９ 特定施設入居 ① 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知 平11厚令37

者生活介護の取 症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援 第183条第1項

扱方針 助を妥当適切に行っていますか。

いる・いない

② 特定施設入居者生活介護は、特定施設サービス計画に基づき、 平11厚令37

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行っていますか。 第183条第2項

いる・いない

③ 特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨と 平11厚令37

し、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供 第183条第3項

方法等について、理解しやすいように説明を行っていますか。

いる・いない

④ 自ら提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図っ 平11厚令37

ていますか。 第183条第6項

いる・いない

１０ 身体拘束等 ① 特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は 平11厚令37

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場 第183条第4項

合を除き、身体的拘束等を行ってはいませんか。

いない・いる

身体拘束禁止の対象となる具体的行為 身体拘束ゼロへ

ア 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 の手引き

イ 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

ウ 自分で降りられないように、ベッドの柵（サイドレール）で囲む。

エ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

オ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむし

らないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

カ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型

拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

キ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。

ク 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。

ケ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛

る。

コ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

サ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

② 管理者及び従業者は、身体拘束廃止を実現するために正確な事 平13老発155

実認識を持っていますか。 2・3

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

１０ 身体拘束等 ③ 管理者は、管理者及び各職種の従業者で構成する「身体拘束廃 平13老発155

止委員会」などを設置し、事業所全体で身体拘束廃止に取り組む 3・5

とともに、改善計画を作成していますか。

いる・いない

改善計画に盛り込むべき内容

ア 事業所内の推進体制

イ 介護の提供体制の見直し

ウ 「緊急やむを得ない場合」を判断する体制・手続き

エ 事業所の設備等の改善

オ 事業所の職員その他の関係者の意識啓発のための取組み

カ 利用者の家族への十分な説明

キ 身体拘束廃止に向けての数値目標

④ 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時 平11厚令37

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を 第183条第5項

記録していますか。

いる・いない

なお、記録に当たっては、「身体拘束ゼロへの手引き」に例示 平13老発155

されている「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」、「緊急 6

やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録」などを参

考として、適切な記録を作成し、保存していますか。

いる・いない

１１ 特定施設サ ① 管理者は、計画作成担当者に特定施設サービス計画の作成に関 平11厚令37

ービス計画の する業務を担当させていますか。 第184条第1項

作成 いる・いない

② 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、 平11厚令37

適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置か 第184条第2項

れている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明ら

かにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支

援する上で解決すべき課題を把握していますか。

いる・いない

③ 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者につい 平11厚令37

て把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協 第184条第3項

議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並び

にサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サー

ビス計画の原案を作成していますか。

いる・いない

利用者に対するサービスが総合的に提供されるよう、当該計画は、介護 平11老企25

保険給付の対象とならない介護サービスに関する事項も含めたものとしま 第3-十-3-(7)

す。

なお、当該計画の作成及び実施に当たっては、利用者の希望を十分勘案

するものとします。
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

１１ 特定施設サ ④ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の原案の内容につい 平11厚令37

ービス計画の て利用者又はその家族に説明し、文書により利用者の同意を得て 第184条第4項

作成 いますか。

いる・いない 平11老企25

第3-十-3-(7)

⑤ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、 平11厚令37

当該計画を利用者に交付していますか。 第184条第5項

いる・いない

平11老企25

第3-十-3-(7)

⑥ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、 平11厚令37

他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、当該計 第184条第6項

画の実施状況及び利用者についての解決すべき課題の把握を行

い、必要に応じて計画の変更を行っていますか。

いる・いない

⑦ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の変更を行う際にも 平11厚令37

②から⑤に準じて取り扱っていますか。 第184条第7項

いる・いない

１２ 介護 ① 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日 平11厚令37

常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われています 第185条第1項

か。

いる・いない

介護サービスの実施に当たっては、利用者の人格に十分配慮するものとし 平11老企25

ます。 第3-十-3-(8)-①

② 自ら入浴が困難な利用者について、１週間に２回以上、適切な 平11厚令37

方法により、入浴させ、又は清しきを実施していますか。 第185条第2項

いる・いない

自ら入浴が困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽を 平11老企25

用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施するものとします。 第3-十-3-(8)-②

なお、健康上の理由等で入浴が困難な場合は、清しきを実施するなど利用

者の清潔保持に努めるものとします。

③ 利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立 平11厚令37

について必要な援助を行っていますか。 第185条第3項

いる・いない

利用者の心身の状況や排せつ状況などを基に自立支援を踏まえて、トイレ 平11老企25

誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施するものとします。 第3-十-3-(8)-③



- 17 -

自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

１２ 介護 ④ 利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上 平11厚令37

の世話を適切に行っていますか。 第185条第4項

いる・いない

入居者の心身の状況や要望に応じて、１日の生活の流れに沿って、食事、 平11老企25

離床、着替え、整容などの日常生活上の世話を適切に行わなければいけませ 第3-十-3-(8)-④

ん。

１３ 機能訓練 ・ 利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る 平11厚令37

上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行ってい 第192条（準用

ますか。 第132条）

いる・いない

日常生活及びレクリエーション、行事の実施等に当たっても、その効果を 平11老企25号

配慮するものとします。 第3-十-3-(15)

（参照 第3-八-

3-(8)）

１４ 健康管理 ・ 看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健 平11厚令37

康保持のための適切な措置を講じていますか。 第186条

いる・いない

１５ 相談及び援 ・ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把 平11厚令37

助 握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じる 第187条

とともに、利用者の社会生活に必要な支援を行っていますか。

いる・いない

常時必要な相談及び社会生活に必要な支援を行いうる体制をとることに 平11老企25

より、積極的に入居者の生活の向上を図ることを趣旨とするものです。な 第3-十-3-(9)

お、社会生活に必要な支援とは、入居者自らの趣味又は嗜好に応じた生き

がい活動、各種の公共サービス及び必要とする行政機関に対する手続き等

に関する情報提供又は相談です。

１６ 利用者の家 ・ 常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族 平11厚令37

族との連携等 との交流等の機会を確保するよう努めていますか。 第188条

いる・いない

利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族に定期的に 平11老企25

報告する等、常に利用者と家族の連携を図るとともに、当該事業者が実施す 第3-十-3-(10)

る行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族とが交流できる機会

等を確保するよう努めなければなりません。

１７ 利用者に関 ① 利用者が、正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従 平11厚令37

する市町村へ わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められた 第192条（準用

の通知 ときには、遅滞なく、意見を付して市町村に通知していますか。 第26条）

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

１７ 利用者に関 ② 利用者が、偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又 平11厚令37

する市町村へ は受けようとしたときには、遅滞なく、意見を付して市町村に通 第192条（準用

の通知 知していますか。 第26条）

いる・いない

１８ 緊急時等の ① サービス提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた 平11厚令37

対応 場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ特 第192条（準用

定施設入居者生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行 第51条）

う等の必要な措置を講じていますか。

いる・いない

特定施設入居者生活介護従業者が現にサービス提供を行っているときに利 平11老企25

用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた 第3-十-3-(15)

緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医又はあらかじめ当該特定施設入居 （参照 第3-二-

者生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講 3-(3)）

じなければならないこととしたものです。協力医療機関については、次の点

に留意するものとします。

ア 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましいもの

であること。

イ 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との間であ

らかじめ必要な事項を取り決めておくこと。

② 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機 平11厚令37

関を定めていますか。 第191条第1項

いる・いない

利用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るため、 平11老企25

協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものとしま 第3-十-3-(13)

す。

③ あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めています 平11厚令37

か。 第191条第2項

いる・いない

１９ 管理者の責 ① 管理者は、従業者の管理及びサービスの利用申込みに係る調整、 平11厚令37

務 業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っていますか。 第192条第1項

（準用 第52条

いる・いない 第1項）

② 管理者は、従業者に、「運営に関する基準」を遵守させるため 平11厚令37

必要な指揮命令を行っていますか。 第192条第2項

いる・いない （準用 第52条

第2項）
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

２０ 運営規程 ・ 特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に 平11厚令37

関する規程（以下、「運営規程」という。）を定めていますか。 第189条

いる・いない

運営規程には、次の事項を定めるものとします。 平11厚令37

ア 事業の目的及び運営の方針 第189条

イ 従業者の職種、員数及び職務内容

ウ 入居定員及び居室数 平11老企25

エ 特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 第3-十-3-(11)

オ 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

カ 施設の利用に当たっての留意事項

キ 緊急時等における対応方法

ク 非常災害対策

ケ その他運営に関する重要事項

エの「特定施設入居者生活介護の内容」については、入浴の介護の１週間

における回数等のサービスの内容を指します。

また、「利用料」としては、法定代理受領サービスである特定施設入居者

生活介護に係る利用料（１割負担）及び法定代理受領サービスでない特定施

設入居者生活介護の利用料を、「その他の費用の額」としては、居宅基準第 平11老企25

１８２条第３項により聴取が認められている費用の額及び必要に応じてその 第3-一-3-(17)②

他のサービスに係る費用の額を規定するものです。

カの「施設の利用に当たっての留意事項」は、利用者が特定施設入居者生

活介護の提供を受ける際の、利用者側が留意すべき事項（入居生活上のルー

ル、設備の利用上の留意事項等）を指すものであること。 平11老企25

クの「非常災害対策」は、「２２ 非常災害対策」に示す非常災害に関す 第3-八-3-(13)

る具体的計画を指すものであること。

ケの「その他運営に関する重要事項」には、当該事業所の看護職員又は介 平11老企25

護職員を、それぞれ他の従業者と明確に区分するための措置等を指します。 第3-六-3-(4)

また、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続き等について定めておくこと

が望ましいです。

同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類につ

いて事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営

規程を一体的に作成することも差し支えありません。 平11老企25

２１ 地域との連 ① 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の 平11厚令37

携等 地域との交流に努めていますか。 第191条の2第1項

いる・いない

地域に開かれた事業として行われるよう、地域の住民やボランティア団体 平11老企25

等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなりません。 第3-十-3-(14)①

② 利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び 平11厚令37

援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努 第191条の2第2項

めていますか。

いる・いない

介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連 平11老企25

携に努めることを規定したものです。 第3-十-3-(14)②

なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く

市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事

業が含まれます。
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

２２ 非常災害対 ① 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ 平11厚令37

策 の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知す 第192条（準用

るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っていま 第103条）

すか。

いる・いない

非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体 平11老企25

制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければなりません。 第3-十-3-(15)

関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消 （参照 第3-六-

防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、 3-(6)）

日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協

力してもらえるような体制作りを求めることとしたものです。

なお、「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に規

定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に

対処するための計画をいいます。

この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第

８条の規定により防火管理者を置くこととされている指定特定施設にあって

はその者に行わせるものとします。また、防火管理者を置かなくてもよいと

されている指定特定施設においては、防火管理について責任者を定め、その

者に消防計画に準ずる計画の樹立等を行わせるものとします。

② 10人以上の施設において、防火管理者を選任し、消防計画の作 消防法(昭和23年

成、防火管理業務を行っていますか。 法律第186条)

基準に満たない事業所においても、防火管理についての責任者 「消防法施行令

を定めていますか。 の一部を改正す

る政令」(平成19

いる・いない 年政令第179号)

「消防法施行規

則の一部を改正

する省令」(平成

19年総務省令第6

6号)

③ 災害時の物資について、次のとおり備蓄していますか。 埼玉県地域防災

計画（震災対策

いる・いない 編）第2章第16の

2(1)カ

ア 非常用食料（老人食等の特別食を含む）（３日分）

イ 飲料水（３日分）

ウ 常備薬（３日分）

エ 介護用品（おむつ、尿とりパッド等）（３日分）

オ 照明器具

カ 熱源

キ 移送用具（担架・ストレッチャー等）
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

２３ 衛生管理等 ① 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水 平11厚令37

について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じて 第192条（準用

いますか。 第104条第1項）

いる・いない

衛生管理等については、上記のほかに、次の点に留意してください。 平11老企25

ア 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ 第3-十-3-(15)

て保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 （参照 第3-六-

イ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症 3-(7)）

対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、

別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じるこ

と。

ウ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。

② 当該指定特定施設において感染症が発生し、又はまん延しない 平11厚令37

ように必要な措置を講ずるよう努めていますか。 第192条（準用

第104条第2項）

いる・いない

２４ 掲示 ・ 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、特定施設入居者生 平11厚令37

活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択 第192条（準用

に資すると認められる重要事項を掲示していますか。 第32条）

いる・いない

２５ 秘密保持等 ① 従業者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は 平11厚令37

その家族の秘密を漏らしていませんか。 第192条（準用

いない・いる 第33条第1項）

② 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た 平11厚令37

利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置 第192条（準用

を講じていますか。 第33条第2項）

いる・いない

平11老企25

従業者が、従業者でなくなった後においても、秘密を保持すべき旨を、従 第3-十-3-(15)

業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの （参照 第3-一-

措置を講じなければなりません。 3-(21)②）

③ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場 平11厚令37

合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当 第192条（準用

該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていますか。 第33条第3項）

いる・いない

平11老企25

この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意 第3-十-3-(15)

を得ておくことで足りるものです。 （参照 第3-一-

3-(21)③）
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

２５ 秘密保持等 ④ 「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者 個人情報の保護に

における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基 関する法律(平15

づき、入居者及びその家族の個人情報を適切に取り扱っていま 年法律第57号)

すか。 医療・介護関係事

いる・いない 業者における個人

「個人情報の保護に関する法律」の概要 情報の適切な取扱

ア 利用目的をできる限り特定し、その利用目的の達成に必要な範囲内で いのためのガイド

個人情報を取り扱うこと。 ライン（平16.12.2

イ 個人情報は適正な方法で取得し、取得時に本人に対して利用目的の通知 4 厚労省）

・公表をすること。

ウ 個人データについては、正確・最新の内容に保つように努め、安全管理

措置を講じ、従業者・委託先を監督すること。

エ あらかじめ本人の同意を得なければ、第三者に個人データを提供しては

ならないこと。

オ 保有個人データについては、利用目的などを本人の知り得る状態に置き、

本人の求めに応じて開示・訂正・利用停止等を行うこと。

カ 苦情の処理に努め、そのための体制の整備をすること。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイド

ライン」（平16.12.24）より

医療・介護関係事業者は、個人情報を提供してサービスを受ける患者・

利用者から、その規模によらず良質かつ適切な医療・介護サービスの提供

のために最善の努力を行う必要があること等から、本ガイドラインにおい

ては、個人情報取扱事業者としての法令上の義務を負わない医療・介護事

業者にも本ガイドラインを遵守する努力を求めるものです。

２６ 広告 ① 指定特定施設について広告をする場合(パンフレット、重要事 平11厚令37

項説明等の作成頒布等も含む。)においては、その内容が虚偽又 第192条（準用

は誇大なものになっていませんか。 第34条）

いない・いる

有料老人ホームは長年にわたり利用される生活の場であり、有料老人ホー 平15老振発04160

ムが提供するサービスの内容又は同老人ホームの施設の内容について、入居 01

者が、あらかじめ十分に理解した上で入居されるべきものです。

このため、入居者に誤解を与えることがないよう、高齢者にわかりやすく、

実態に即した正確な表示が特に強く求められるものです。特に、介護サービ

スに関する表示、医療・看護体制に関する表示、利用料金に関する表示、居

室の方位に関する表示等の内容については、有料老人ホームの社会的信頼の

確保及び質の向上のためにも、それぞれの有料老人ホームにおいて改めて検

証され、適切な措置が講じられる必要があります。

② 景品表示法第4条第1項第3号に基づき、下記の事項について明 「有料老人ホー

瞭に記載され、不当表示となっていませんか。（※） ムに関する不当

いない・いる な表示」(平成16

ア 土地又は建物についての表示 年公正取引委員

イ 施設又は設備についての表示 会告示第3号)

ウ 居室の利用についての表示

エ 医療機関との協力関係についての表示

オ 介護サービスについての表示

カ 介護職員等の数についての表示

キ 管理費等についての表示

※老人福祉法（昭和38年法律第133号）第29条第1項に規定する有料

老人ホームが該当
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

２７ 居宅介護支 ・ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特 平11厚令37

援事業者に対 定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品 第192条（準用

する利益供与 その他の財産上の利益を供与してはいませんか。 第35条)

の禁止 いない・いる

２８ 苦情処理 ① サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切 平11厚令37

に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の 第192条（準用

必要な措置を講じていますか。 第36条第1項)

いる・いない

平11老企25

「必要な措置」とは、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所に 第3-十-3-(15)

おける苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申 （参照 第3-一-

込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概 3-(23)①）

要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等です。

② ①の苦情を受け付けた場合には、その内容等を記録しています 平11厚令37

か。 第192条（準用

いる・いない 第36条第2項)

利用者及びその家族からの苦情に対し、事業者が組織として迅速かつ適 平11老企25

切に対応するため、当該苦情（事業者が提供したサービスとは関係ないも 第3-十-3-(15)

のを除く。）の受付日、その内容等を記録することを義務づけたものです。 （参照 第3-一-

3-(23)②）

③ 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの 平11老企25

認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた 第3-十-3-(15)

取組を自ら行っていますか。 （参照 第3-一-

いる・いない 3-(23)②）

④ 提供したサービスに対する市町村が行う文書その他の物件の提 平11厚令37

出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは 第192条（準用

照会に応じていますか。また、利用者からの苦情に関して市町村 第36条第3項)

が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合にお

いては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。

いる・いない

⑤ 市町村からの求めがあった場合には、④の改善の内容を市町村 平11厚令37

に報告していますか。 第192条（準用

いる・いない 第36条第4項)

⑥ 提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保 平11厚令37

険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受 第192条（準用

けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行 第36条第5項)

っていますか。

いる・いない

⑦ 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、⑥の改 平11厚令37

善の内容を国民健康保険団体連合会に報告していますか。 第192条（準用

第36条第6項)

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

２９ 事故発生時 ① 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、 平11厚令37

の対応 市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業 第192条（準用

者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていますか。 第37条第1項）

いる・いない

事故が発生した場合の対応方法をあらかじめ定めておくことが望まれま 平11老企25

す。 第3-十-3-(15)

事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じて （参照 第3-一-

ください。 3-(24)①、③）

② ①の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録して 平11厚令37

いますか。 第192条（準用

いる・いない 第37条第2項）

③ 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生し 平11厚令37

た場合は、損害賠償を速やかに行っていますか。 第192条（準用

いる・いない 第37条第3項）

速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入、又は賠償資力を有するこ 平11老企25

とが望まれます。 第3-十-3-(15)

（参照 第3-一-

3-(24)②）

３０ 会計の区分 ① 指定特定施設ごとに経理を区分するとともに、指定特定施設入 平11厚令37

居者生活介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分していま 第192条

すか。 準用（第38条）

いる・いない

② 具体的な会計処理の方法については、厚生労働省から通知され 平13老振発18

た「介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成

13年3月28日老振発第18号）」を参考として適切に行われています

か。

いる・いない

３１ 高齢者虐待 ① 事業所の従業員は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあること 「高齢者虐待の

の防止 を自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めていますか。 防止、高齢者の

養護者に対する

いる・いない 支援等に関する

法律」第5条

② 利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加 「高齢者虐待の

えていませんか。 防止、高齢者の

養護者に対する

いない・いる 支援等に関する

法律」第2条
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

３１ 高齢者虐待 ③ 利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他 「高齢者虐待の

の防止 の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ることをしていま 防止、高齢者の

せんか。 養護者に対する

いない・いる 支援等に関する

法律」第2条

④ 利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の利 「高齢者虐待の

用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うことをしていません 防止、高齢者の

か。 養護者に対する

いない・いる 支援等に関する

法律」第2条

⑤ 利用者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつ 「高齢者虐待の

な行為をさせていませんか。 防止、高齢者の

養護者に対する

いない・いる 支援等に関する

法律」第2条

⑥ 利用者財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当 「高齢者虐待の

に財産上の利益をえていませんか。 防止、高齢者の

養護者に対する

いない・いる 支援等に関する

法律」第2条

⑦ 高齢者虐待の防止について、従業者への研修の実施、サービス 「高齢者虐待の

の提供を受ける利用者及びその家族からの苦情の処理の体制の整 防止、高齢者の

備等による虐待の防止のための措置を講じていますか。 養護者に対する

いる・いない 支援等に関する

法律」第20条

３２ 記録の整備 ① 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しています 平11厚令37

か。 第191条の3第1項

いる・いない

② 利用者に対するサービスの提供に関する次の諸記録を整備し、 平11厚令37

その完結の日から２年間保存していますか。 第191条の3第2項

いる・いない

ア 特定施設サービス計画

イ 提供した具体的なサービスの内容等の記録（第181条第2項）

ウ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由の記録（第183条第5項）

エ 業務委託の確認結果等の記録（第190条第3項）

オ 利用者に関する市町村への通知の記録（第26条）

カ 利用者からの苦情の内容等の記録（第36条第2項）

キ 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録（第37条第2項）

ク 市町村（又は国保連）に対して、法定代理受領サービスの利用につい

て利用者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類（施行規

則第64条第3号）
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

３３ 介護サービ ① 指定情報公表センター（埼玉県社会福祉協議会）へ年１回、 法第115条の

ス情報の公表 基本情報と調査情報を報告していますか。 35第1項

いる・いない

※ 平成１８年度から対象になったサービスは、

・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・通所介護 施行規則第140条

・特定施設入居者生活介護・福祉用具貸与 の43

・居宅介護支援・介護老人福祉施設・介護老人保健施設

平成１９年度から対象になったサービスは、

・訪問リハビリテーション

・通所リハビリテーション

・介護療養型医療施設

※ 前年度に介護サービスの対価として支払を受けた金額が

１００万円以下のサービスは対象外。 施行規則第140条

※ 新規事業所は、基本情報のみ報告 の44

② 報告後、指定情報公表センターにより公表されていますか。 施行規則第140条

いる・いない の47

３４ 法令遵守等 ① 業務管理体制を適切に整備し、関係行政機関に届け出ていま 法第115条の32第

の業務管理体 すか。 1項

制の整備 いる・いない 施行規則第140条

の39

※ 事業者が整備等する業務管理体制の内容

事業所数20未満 20以上100未満 100以上

整備届出 法令遵守責任者 法令遵守責任者 法令遵守責任者

事項 法令遵守規程 法令遵守規程

業務執行監査の

定期的実施

届出書の 名称又は氏名 左記に加え 左記に加え

記載すべ 主たる事務所の所在地 法令遵守規程 業務執行監査の

き事項 代表者氏名等 の概要 方法の概要

法令遵守責任者氏名等

② 業務管理体制（法令等遵守）についての考え（方針）を定め、 介護サービス事

職員に周知していますか。 業者に係る業務

いる ・ いない 管理体制の監督

③ 業務管理体制（法令等遵守）について、具体的な取組を行って について

いますか。 いる ・ いない

※ 行っている具体的な取組（例）のアからオを、○で囲むとと

もに、オについては、その内容をご記入ください。

ア 介護報酬の請求等のチェックの実施

イ 内部通報、事故報告に対応している

ウ 業務管理体制（法令等遵守）

エ 法令遵守規定を整備している

オ その他
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

④ 業務管理体制（法令等遵守）の取組について、評価・改善活動

を行っていますか。

いる ・ いない

第５ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

１ 介護予防特定 ① 介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防に資す 平18厚労令35

施設入居者生活 るよう、その目標を設定し、計画的に行われていますか。 第246条第1項

介護の基本取扱 いる・いない

方針

② 自らその提供するサービスの質の評価を行うとともに、主治の 平18厚労令35

医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図ってい 第246条第2項

ますか。

いる・いない

③ 利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活 平18厚労令35

を営むことができるよう支援することを目的とするものであるこ 第246条第3項

とを常に意識してサービスの提供に当っていますか。

いる・いない

④ 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような 平18厚労令35

方法によるサービスの提供に努めていますか。 第246条第4項

いる・いない

⑤ 利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法 平18厚労令35

により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに 第246条第5項

努めていますか。 いる・いない

２ 介護予防特定 ① サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの 平18厚労令35

施設入居者生活 情報伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その有す 第247条第1号

介護の具体的取 る能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱

扱方針 える問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができる

ように支援する上で解決すべき課題を把握していますか。

いる・いない

介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、主治医又は主治の歯

科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の状況を把握・分析し、 平11老企25

介護予防特定施設入居者生活介護の提供によって解決すべき問題状況を明ら 第4-三-10(2)①

かに（アセスメント）します。

② 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握され 平18厚労令35

た解決すべき課題を踏まえて、他の介護予防特定施設従業者と協 第247条第2号

議の上、サービスの目標及びその達成時期、当該目標を達成する

ための具体的なサービスの内容、サービスを提供する上での留意

点、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防特定施設サ

ービス計画の原案を作成していますか。

いる・いない

介護予防特定施設サービス計画には、次の内容等を明らかにしてください。 平11老企25

ア 提供するサービスの具体的内容 第4-三-10(2)①

イ 所要時間

ウ 日程
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

介護予防特定施設サービス計画の様式については、事業所ごと

に定めるもので差し支えありません。

③ 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当 平18厚労令35

たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して 第247条第3号

説明し、文書により利用者の同意を得ていますか。いる・いない

④ 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した 平18厚労令35

際には、当該計画を利用者に交付していますか。 第247条第4号

いる・いない

⑤ サービスの提供に当たっては、介護予防特定施設サービス計画 平18厚労令35

に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行っていま 第247条第5号

すか。

いる・いない

⑥ 介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁 平18厚労令35

寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの 第247条第6号

提供方法等について、理解しやすいように説明を行っていますか。

いる・いない

⑦ 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継 平18厚労令35

続的に行うことにより、介護予防特定施設サービス計画に基づく 第247条第7号

サービスの提供の開始時から、当該計画に記載したサービスの提

供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該計画の

実施状況の把握（モニタリング）を行うとともに、利用者につい

ての解決すべき課題の把握を行っていますか。

いる・いない

⑧ 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じ 平18厚労令35

て介護予防特定施設サービス計画の変更を行っていますか。 第247条第8号

いる・いない

⑨ ①から⑦までの規定は、⑧に規定する介護予防特定施設サービ 平18厚労令35

ス計画の変更について準用していますか。 第247条第9号

いる・いない

第６ 変更の届出 ① 事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変 法第75条第1項

等 更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再

開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、１０日以内

に、その旨を知事に届け出ていますか。

いる・いない

※「その他厚生労働省令で定める事項」とは次に掲げる事項です。 施行規則第131条

ア 事業所の名称及び所在地 第1項

イ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生

年月日、住所及び職名

ウ 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該

指定に係る事業に関するものに限る。）

エ 建物の構造概要及び平面図（各室の用途を明示するものとする。）並び
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オ 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

カ 運営規程

キ 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力機関との契約の内容

（協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関と

の契約内容を含む）

ク 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項

ケ 役員の氏名、生年月日及び住所

コ 介護支援専門員（介護支援専門員として業務を行う者に限る。）の氏名

及びその登録番号

サ 休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは再会した年月 施行規則第131条

日 第3項

② 当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとする 法第75条第2項

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止

の日の１月前までに、その旨を知事（福祉事務所）に届け出てい

ますか。

いる・いない

※「その他厚生労働省令で定める事項」とは次に掲げる事項です。 施行規則第131条

ア 廃止し、又は休止しようとする年月日 第4項

イ 廃止し、又は休止しようとする理由

ウ 現に指定居宅サービスを受けている者に対する措置

エ 休止しようとする場合にあっては、休止の予定年月日

第７ 介護給付費 ① 費用の額は、平成１２年厚生省告示第１９号の別表「指定居宅 平12厚告19

の算定及び取 サービス介護給付費単位数表」により算定されていますか。 一

扱い いる・いない

１ 基本的事項

② 費用の額は、平成１２年厚生省告示第２２号の「厚生労働大臣 平12厚告19

が定める１単位の単価」に別表に定める単位数を乗じて算定され 二

ていますか。 いる・いない

③ １単位の単価に所定単位数を乗じて得た額に１円未満の端数が 平12厚告19

あるときは、その端数金額は切り捨てて計算されていますか。 三

いる・いない

２ 所定単位数の ・ 特定施設において、特定施設入居者生活介護を行った場合に、 平12厚告19

算定 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定し 別表の10の注1

ていますか。

いる・いない

３ 従業者の員数 ・ 看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準 平12厚告19

が基準を満たさ に該当する場合は、所定単位数に１００分の７０を乗じて得た単 別表の10の注1

ない場合の算定 位数を用いて算定していますか。

いる・いない

※別に厚生労働大臣が定める基準 平12厚告27

指定居宅サービス基準第１７５条に定める員数を置いていない。 第5号ｲ

４ その他の居宅 ① 特定施設入居者生活介護を算定した月において、その他の居宅

サービスの利用 サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は算 平12老企40

について 定していませんか（外泊の期間中を除く。）。 第二-4-(1)

いない・いる
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４ その他の居宅 特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負 平12老企40

サービスの利用に 担により、その利用者に対してその他の居宅サービスを利用させることは差 第二-4-(1)

ついて し支えありません。

例えば、入居している月の当初は特定施設入居者生活介護を算定し、引き 平12老企40

続き入居しているにも関わらず、月の途中から特定施設入居者生活介護に代 第二-4-(1)

えて居宅サービスを算定するようなサービス利用は、居宅サービスの支給限

度基準額を設けた趣旨を没却するので、認められません。

② 入居者の外泊の期間中は特定施設入居者生活介護は算定してい 平12老企40

ませんか。 いない・いる 第二-4-(1)

③ 入居者に対して提供すべき介護サービス（特定施設入居者生活 平12老企40

介護の一環として行われるもの）の業務の一部を、当該特定施設 第二-4-(1)

の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合（例えば、

機能訓練を外部の理学療法士等に委託している場合等。）には、

当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行っていますか。

いる・いない

５ 個別機能訓練 ① 利用者の数が１００以下の特定施設 平12厚告19

加算 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１ 別表の10の注2

名以上配置しているものとして県知事に届け出た特定施設におい

て、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が

共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に

基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練

加算として、１日につき１２単位を加算していますか。

いる・いない

② 利用者の数が１００を超える特定施設

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１

名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導

員として常勤換算方法で利用者の数を１００で除した数以上配置

しているものとして県知事に届け出た特定施設において、利用者

に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同して、

利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計

画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、

１日につき１２単位を加算していますか。 いる・いない

ア 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計 平12老企40

画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について算定 第二-4-(2)

します。

イ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従

事する理学療法士等を１名以上配置して行うものです。

ウ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護

職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目標、

実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行

った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行ってください。

エ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用

者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録してください。

オ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利

用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により

閲覧が可能であるようにしてください。
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６ 夜間看護体制 ・ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして県知 平12厚告19

加算 事に届け出た特定施設において、利用者に対して、特定施設入居 別表の10の注3

者生活介護を行った場合に、夜間看護体制加算として、１日につ

き１０単位を所定単位数に加算していますか。

いる・いない

※別に厚生労働大臣が定める施設基準 平12厚告26

ア 常勤の看護師を１名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。 第20号

イ 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーシ

ョンとの連携により、特定施設入居者生活介護の提供を受ける利用者に

対して、２４時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康

上の管理等を行う体制を確保していること。

ウ 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者

又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ているこ

と。

※夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとすること。 平12老企40

「２４時間連絡体制」とは、特定施設内で勤務することを要するもので 第二-4-(3)

はなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には特定施設から

の緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものです。具体的には、

ア 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員によ

る協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関する

取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。

イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職

員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのようなこと

が観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。

ウ 特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、イの取り決めが

周知されていること。

エ 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、

電話やＦＡＸ等により利用者の状態に関する引継を行うとともに、オン

コール体制終了時にも同様の引継を行うこと。

といった体制を整備することを想定しています。

７ 医療機関連携 ・ 看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している 平12厚告19

加算 場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関（指定居 別表の10の注4

宅サービス基準第191条第1項に規定する協力医療機関をいう。）

又は当該利用者の主治医に対して、当該利用者の健康の状況につ

いて月に１回以上情報を提供した場合には、医療機関連携加算と

して、１月につき80単位を所定単位数に加算していますか。

いる・いない

※医療機関連携加算について。 平12老企40

ア 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下「協力医療機関等」 第二-4-(4)

という。）に情報を提供した日（以下「情報提供日」という。）前30日以

内において、特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満である場

合には、算定できないものとする。

イ 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。

ウ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定特定施設入居者

生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間及び利用者の健康

状況の著しい変化の有無等の提供する情報の内容についても定めておく

こと。なお、必要に応じてこれら以外の情報を提供することを妨げるも

のではない。
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７ 医療機関連携 エ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間におい 平12老企40

加算 て、指定居宅サービス基準第186条に基づき、利用者ごとに健康の状況 第二-4-(4)

について随時記録すること。

オ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含

む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機関等

に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用者の主

治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得ること。

この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、一

括して受領の確認を得ても差し支えない。

第８ 介護予防特 ① 費用の額は、平成１８年厚生労働省告示第１２７号の別表「指 平成18厚労告127

定施設入居者 定介護予防サービス介護給付費単位数表」により算定されていま 一

生活介護費の すか。

算定及び取扱 いる・いない

い

１ 基本的事項 ② 費用の額は、平成１２年厚生省告示第２２号の「厚生労働大臣 平成18厚労告127

が定める１単位の単価」に定められた１単位の単価に別表に定め 二

る単位数を乗じて算定されていますか。

いる・いない

③ １単位の単価に所定単位数を乗じて得た額に１円未満の端数が 平成18厚労告127

あるときは、その端数金額は切り捨てて計算されていますか。 三

いる・いない

２ 所定単位数の ・ 介護予防特定施設において、介護予防特定施設入居者生活介護 平成18厚労告127

算定 を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所 別表の10の注1

定単位数を算定していますか。

いる・いない

３ 従業者の員数 ・ 看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準 平成18厚労告127

が基準を満たさ に該当する場合は、所定単位数に１００分の７０を乗じて得た単 別表の10の注1

ない場合に算定 位数を用いて算定していますか。

いる・いない

※別に厚生労働大臣が定める基準 平12厚告27

介護予防サービス基準第２３１条に定める員数を置いていない。 第18号ｲ

４ その他の介護 ① 介護予防特定施設入居者生活介護費を算定した月において、そ 平18-0317001号

予防サービスの の他の介護予防サービスに係る介護給付費（介護予防居宅療養管 別紙1-第2-10(1)

利用について 理指導費を除く。）は算定していませんか（外泊の期間中を除く。）。

いない・いる

介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者 平18-0317001号

の費用負担により、その利用者に対してその他の介護予防サービスを利用さ 別紙1-第2-10(1)

せることは差し支えありません。

例えば、入居している月の当初は介護予防特定施設入居者生活介護を算定 平18-0317001号

し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から介護予防特定施設入 別紙1-第2-10(1)

居者生活介護に代えて介護予防サービスを算定するようなサービス利用は、

介護予防サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められ

ません。
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４ その他の介護 ② 入居者の外泊の期間中は介護予防特定施設入居者生活介護は算 平18-0317001号

予防サービスの 定していませんか。 別紙1-第2-10(1)

利用について いない・いる

③ 入居者に対して提供すべき介護予防サービス（介護予防特定施 平18-0317001号

設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一部を、 別紙1-第2-10(1)

当該介護予防特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託

している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託し

ている場合等。）には、事業者は業務の管理及び指揮命令を行って

いますか。

いる・いない

５ 個別機能訓練 ① 利用者の数が１００以下の介護予防特定施設 平成18厚労告127

加算 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１ 別表の10の注2

名以上配置しているものとして、県知事に届け出た介護予防特定

施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介

護職員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、

当該計画に基づき、計画的に訓練を行っている場合には、個別機

能訓練加算として、１日につき１２単位を加算していますか。

いる・いない

② 利用者の数が１００を超える介護予防特定施設 平成18厚労告127

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１ 別表の10の注2

名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導

員として常勤換算方法で利用者の数を１００で除した数以上配置

しているものとして、県知事に届け出た介護予防特定施設におい

て、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が

共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に

基づき、計画的に訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算

として、１日につき１２単位を加算していますか。

いる・いない

ア 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画 平18-0317001号

的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について算定しま 別紙1-第2-10(2)

す。

イ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事

する理学療法士等を１名以上配置して行うものです。

ウ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職

員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目標、実施

方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個

別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行ってください。

エ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用者

に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録してください。

オ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用

者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧

が可能であるようにしてください。
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自主点検項目 自 主 点 検 ポ イ ン ト 根拠法令

６ 医療機関連携 ・ 看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している 平成18厚労告127

加算 場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関（指定介 別表の10の注3

護予防サービス基準第242条第1項に規定する協力医療機関をい

う。）又は当該利用者の主治医に対して、当該利用者の健康の状

況について月に１回以上情報を提供した場合には、医療機関連携

加算として、１月につき80単位を所定単位数に加算していますか。

いる・いない

※医療機関連携加算について。 平18-0317001号

ア 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下「協力医療機関等」 別紙1-第2-10(3)

という。）に情報を提供した日（以下「情報提供日」という。）前30日以

内において、介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満

である場合には、算定できないものとする。

イ 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。

ウ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定介護予防特定施

設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間及び利用

者の健康状況の著しい変化の有無等の提供する情報の内容についても定

めておくこと。なお、必要に応じてこれら以外の情報を提供することを

妨げるものではない。

エ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間におい

て、指定介護予防サービス基準第249条に基づき、利用者ごとに健康の

状況について随時記録すること。

オ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含

む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機関等

に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用者の主

治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得ること。

この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、一

括して受領の確認を得ても差し支えない。


